
 〇　年少クラス（３年保育）から小学校就学前までの園児について、保育料が

　無償化になります。

　（乳児クラス（６～４年保育）は市民税非課税世帯が対象）

 〇　給食費をはじめとする実費については無償化の対象外となり、これまで

　どおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯及び

　　第３子以降の免除制度ができます。

 〇　手続きは特に必要ありません。

　これまで保育料とは別に徴収していた主食費に副食費を加え

 た給食費をご負担していただきます。

　給食費の金額や徴収方法は、各施設で異なります。

問い合わせ先　春日井市青少年子ども部保育課　85-6202

令和元年10月から始まる
幼児教育・保育の無償化について

私立保育園
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副食費は、年収360万円未満相当世帯の園児、所得階

層にかかわらず第３子以降（算定基準は小学校就学前、

同一世帯内）の園児は免除されます。

◆免除制度

※１～３年保育の場合


